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西原村建設コンサルタント業務等委託最低制限価格の設定について 

 

１．概要 

■本村が発注する建設コンサルタント業務等の入札及び契約の適正化を推進 

するため、最低制限価格を設定する。 

 

２．内容 

（１）対象業務 

■予定価格が５０万円を超え、かつ、競争入札に付する測量業務、建築関係コン

サルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサ

ルタント業務の委託とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。 

 

（２）算定方法 

■最低制限価格は、下表業務区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、同表算定基

礎額１の欄から４の欄までに掲げる予定価格算定の基礎となった額(１円未満切

捨て)を合計した額とする。ただし、最低制限価格が下表設定範囲の上限額を超

える場合はその上限額（１円未満切捨て）を、下表設定範囲の下限額を下回る

場合はその下限額（１円未満切捨て）を最低制限価格とする。 

 

 

３．適用日 

■令和５年４月１日以降に指名競争の入札通知又は一般競争の入札公告を行う

ものについて適用する。 


